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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海女の身体に着用され、水中操業活動に対する水深と体温を含む活動情報を収集し、収
集された前記活動情報を海面上での通信再開の際に送信し、外部から伝送される通知信号
を受信して表示する個人端末；
　浮力具によって海面上に位置して実時間位置情報を生成し、指定された一つの個人端末
とデータ通信して個人端末からの海女の活動情報を受信し、受信された活動情報と位置信
号を統合して送信する磯桶端末；
　一つ以上の磯桶端末とデータ通信して磯桶端末からの活動情報と位置情報を個人別に分
類して格納し、格納された個人別の活動情報と位置情報を分析して操業活動による海女の
健康状態および位置をモニタリングする管理サーバー；および
　前記管理サーバーとＷｅｂ基盤で連動して、管理サーバーで処理されるモニタリング情
報の提供を受けるユーザー端末；を含むことを特徴とする、ＩｏＴ基盤のスマート海女安
全システム。
【請求項２】
　前記個人端末は、一つ以上のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素
子から構成されるディスプレイモジュールを含み、
　受信した通知信号に応じて、予め定義されたＬＥＤ素子の点滅状態またはＬＥＤ素子の
色相変化を介して情報を伝達することを特徴とする、請求項１に記載のＩｏＴ基盤のスマ
ート海女安全システム。
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【請求項３】
　前記磯桶端末は、救助要請信号を生成するためのスイッチモジュールを含み、
　前記スイッチモジュールの操作に応じて選択的に救助要請信号を生成し、生成された前
記救助要請信号を前記管理サーバーへ送信することを特徴とする、請求項１に記載のＩｏ
Ｔ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項４】
　前記磯桶端末は、設定された第１時間の間に前記個人端末からの活動情報を受信しない
場合に、異常状況と判断し、自動的に救助要請信号を生成および出力して前記管理サーバ
ーへ送信することを特徴とする、請求項３に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システ
ム。
【請求項５】
　前記管理サーバーは、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）を基盤として操業中の海女の位置情報を前記ユーザー端末に提供することを特
徴とする、請求項１に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項６】
　前記管理サーバーは、漁船発信装置または地域海上管制センターから送信される船舶お
よび漁船の位置情報を受信し、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ）を基盤として操業中の海女の位置情報と一緒に船舶および漁船の位置情
報を前記ユーザー端末に提供することを特徴とする、請求項５に記載のＩｏＴ基盤のスマ
ート海女安全システム。
【請求項７】
　前記磯桶端末は、前記個人端末から受信した海女の活動情報を分析して操業活動に対す
る潜水回数、累積潜水時間および１回の潜水時間を算出し、算出された前記潜水時間を前
記管理サーバーへ送信することを特徴とする、請求項１に記載のＩｏＴ基盤のスマート海
女安全システム。
【請求項８】
　前記磯桶端末は、海女の水中操業活動において危険レベルと判断される体温、潜水回数
、累積潜水時間に対するそれぞれのしきい値を格納し、算出された体温、潜水回数、累積
潜水時間情報とそれぞれのしきい値とを比較分析して選択的に危険警報信号を生成し、生
成された前記危険警報信号を前記個人端末および管理サーバーへ送信することを特徴とす
る、請求項７に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項９】
　前記管理サーバーは、海女の水中操業活動において危険レベルと判断される体温、潜水
回数、累積潜水時間に対するそれぞれのしきい値を格納し、前記磯桶端末から受信した体
温、潜水回数、累積潜水時間情報とそれぞれのしきい値とを比較分析して選択的に危険警
報信号を生成し、生成された前記危険警報信号を前記磯桶端末へ送信することを特徴とす
る、請求項７に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項１０】
　前記管理サーバーは、危険警報信号を受信すべき送信対象磯桶端末を把握し、前記位置
情報を分析して前記送信対象磯桶端末に隣接する１つ以上の磯桶端末を検索および指定し
、指定された一つ以上の磯桶端末へ、仲間の危険な状況を認知させる救助要請信号を送信
することを特徴とする、請求項９に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項１１】
　前記管理サーバーは、前記危険警報信号を受信すべき送信対象磯桶端末を把握し、前記
送信対象磯桶端末に連携した１つ以上のユーザー端末を検索および指定し、指定された１
つ以上のユーザー端末へ、海女の危険な状況を認知させる救助要請信号を送信することを
特徴とする、請求項９に記載のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム。
【請求項１２】
　前記管理サーバーは、設定された第２時間の間に収集された前記磯桶端末の累積データ
を統計化し、選択された期間ごとに操業活動に対する統計履歴情報と期間別の海女健康履
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歴情報を提供することを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載のＩｏＴ基盤
のスマート海女安全システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩｏＴ基盤のスマート海女安全システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、海女とは、海中へと潜り込んで海藻類や貝類などを採集する女性を指すもので
、潜女・潜嫂とも呼ばれる。海女は、特別な装置を使わない素潜り漁法で第一種共同漁場
たる水深１０ｍ以内の浅い海でサザエ、アワビ、ワカメ、ヒジキ、天草などを採取し、た
まには銛で魚を採ることもある。
【０００３】
　海女は、韓国と日本のみに分布しているが、韓国の海女は、韓半島の各沿岸と多数の島
に散在しているが、そのほとんどが済州島に集まっている。韓国の海女は、その数が約２
万名と推算され、ほぼすべてが済州島の海女である。
【０００４】
　海女は、機械装置なしでひたすら自分の意志による呼吸調節で海に潜って海産物などを
採取する女性であって、海の畑を単なる採取の対象として認識するのではなく、お手入れ
して共存する方式を取ってきたとともに、その過程で得た知恵を世代にわたって受け継い
できた。
【０００５】
　しかし、近年では、海女の現況をみると、年々海女年齢の高齢化が続いており、海女の
数も益々減っている。
【０００６】
　一例として、海女の数の中で相当の割合を占める済州海女の現況をみると、年々海女年
齢の高齢化が続いており、１９７０年度に１４，１４３人に達していた海女の数も、２０
１１年に４，８８１人、２０１２年には４，５７４人、２０１３年には４，５０７人に益
々減っている。
【０００７】
　特に、２００４年度から２０１３年度までの潜水漁業人の安全事故現況の統計によれば
、海女の素潜り中に発生した事故が総５９件であった。これは、海女が危険に晒されやす
いことを示唆し、海女の数が減少する大きな要因として作用している。
【０００８】
　そこで、潜水漁業人の福祉、所得増大および作業環境改善事業によって海女への支援（
潜水福祉支援として潜水診療費、安全共済料などの支援、潜水所得支援として貝・藻類投
擲、自律管理漁業育成など、作業環境改善としては潜水脱衣場補修、共同作業場補修など
）が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－１２８２６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、海女の素潜り中の安全に関わる支援はたかが有色（オレンジ色）磯桶の支援に
とどまり、海女操業中の安全に関わる技術支援は微々たる実情である。
【００１１】
　また、農業・水産業・畜産業の第一次産業に対するＩＴ融合技術開発の側面からも、農
業分野と畜産業分野では様々な形態のＩＴ融合型技術の開発が行われて現場に適用されて
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いるが、水産業分野では、養殖場に適用可能な技術の開発以外には、海女の安全に関わる
技術の開発はほとんど行われていない。
【００１２】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、本発明の目的とするところは、
海女たちの操業中に発生するおそれのある安全事故を予防するとともに、安全性、たとえ
ば事故発生時の迅速な対応などを図り、海女たちの健康管理のための基礎資料を収集およ
び確保することが可能な、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）基盤のスマ
ート海女安全システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、海女の身体に着用され、水中
操業活動に対する水深と体温を含む活動情報を収集し、収集された前記活動情報を海面上
での通信再開の際に送信し、外部から伝送される通知信号を受信して表示する個人端末；
浮力具によって海面上に位置して実時間位置情報を生成し、指定された一つの個人端末と
データ通信して個人端末からの海女の活動情報を受信し、受信された活動情報と位置信号
を統合して送信する磯桶端末；一つ以上の磯桶端末とデータ通信して磯桶端末からの活動
情報と位置情報を個人別に分類して格納し、格納された個人別の活動情報と位置情報を分
析して操業活動による海女の健康状態および位置をモニタリングする管理サーバー；およ
び前記管理サーバーとＷｅｂ基盤で連動して、管理サーバーで処理されるモニタリング情
報の提供を受けるユーザー端末；を含むことを特徴とする、ＩｏＴ基盤のスマート海女安
全システムが提供される。
【００１４】
　前記個人端末は、一つ以上のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素
子から構成されるディスプレイモジュールを含み、受信した通知信号に応じて、予め定義
されたＬＥＤ素子の点滅状態またはＬＥＤ素子の色相変化を介して情報を伝達してもよい
。
【００１５】
　前記磯桶端末は、救助要請信号を生成するためのスイッチモジュールを含み、前記スイ
ッチモジュールの操作に応じて選択的に救助要請信号を生成し、生成された前記救助要請
信号を前記管理サーバーへ送信してもよい。
【００１６】
　前記磯桶端末は、設定された第１時間の間に前記個人端末からの活動情報を受信しない
場合に、異常状況と判断し、自動的に救助要請信号を生成および出力して前記管理サーバ
ーへ送信してもよい。
【００１７】
　前記管理サーバーは、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）を基盤として操業中の海女の位置情報を前記ユーザー端末に提供してもよい。
【００１８】
　前記管理サーバーは、漁船発信装置または地域海上管制センターから送信される船舶お
よび漁船の位置情報を受信し、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ）を基盤として操業中の海女の位置情報と一緒に船舶および漁船の位置情
報を前記ユーザー端末に提供してもよい。
【００１９】
　前記磯桶端末は、前記個人端末から受信した海女の活動情報を分析して操業活動に対す
る潜水回数、累積潜水時間および１回の潜水時間を算出し、算出された前記潜水時間を前
記管理サーバーへ送信してもよい。
【００２０】
　前記磯桶端末は、海女の水中操業活動において危険レベルと判断される体温、潜水回数
、累積潜水時間に対するそれぞれのしきい値を格納し、算出された体温、潜水回数、累積
潜水時間情報とそれぞれのしきい値とを比較分析して選択的に危険警報信号を生成し、生
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成された前記危険警報信号を前記個人端末および管理サーバーへ送信してもよい。
【００２１】
　前記管理サーバーは、海女の水中操業活動において危険レベルと判断される体温、潜水
回数、累積潜水時間に対するそれぞれのしきい値を格納し、前記磯桶端末から受信した体
温、潜水回数、累積潜水時間情報とそれぞれのしきい値とを比較分析して選択的に危険警
報信号を生成し、生成された前記危険警報信号を前記磯桶端末へ送信してもよい。
【００２２】
　前記管理サーバーは、危険警報信号を受信すべき送信対象磯桶端末を把握し、前記位置
情報を分析して前記送信対象磯桶端末に隣接する１つ以上の磯桶端末を検索および指定し
、指定された一つ以上の磯桶端末へ、仲間の危険な状況を認知させる救助要請信号を送信
してもよい。
【００２３】
　前記管理サーバーは、前記危険警報信号を受信すべき送信対象磯桶端末を把握し、前記
送信対象磯桶端末に連携した１つ以上のユーザー端末を検索および指定し、指定された１
つ以上のユーザー端末へ、海女の危険な状況を認知させる救助要請信号を送信してもよい
。
【００２４】
　前記管理サーバーは、設定された第２時間の間に収集された前記磯桶端末の累積データ
を統計化し、選択された期間ごとに操業活動に対する統計履歴情報と期間別の海女健康履
歴情報を提供してもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように本発明によれば、水中操業活動を行う海女の作業道具または装備に
対して、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）を基盤としたネットワーク網
を構築し、これを利用した情報収集によって海女の健康管理のための基礎資料を確保する
ことができ、水中操業活動による海女の実時間位置情報を分析することにより、船舶など
からの衝突を防止するなど、安全事故を未然に防止することができるという利点がある。
【００２６】
　さらに、海女の安全性確保による海女活動の活性化および海女人員数の増加を期待する
ことができ、海女活動の活性化による漁業人の経済活性化を図ることができるという利点
がある。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システムを概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係る個人端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例に係る個人端末の形態を示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係る磯桶端末の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施例に係る磯桶端末の形態を示す図である。
【図６】本発明の一実施例による管理サーバーの構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【図８】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【図９】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【図１１】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【図１２】本発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
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【００２９】
　図１は本発明に係るＩｏＴ基盤のスマート海女安全システムを概略的に示す図である。
【００３０】
　本発明のＩｏＴ基盤のスマート海女安全システム（以下、「安全システム」という）は
、水中操業活動を行う海女の作業道具または装備に対して、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）を基盤としたネットワーク網を構築し、これを利用した情報収集に
よって、海女の水中操業活動による健康管理だけでなく、海女の実時間位置情報を分析す
ることにより、船舶等からの衝突を防止するなどの安全事故防止と健康を図ることができ
ようにするものである。
【００３１】
　このような安全システムは、図１に示すように、各海女別に着用及び所持する個人端末
１００及び磯桶端末２００、陸上に設けられ、複数の磯桶端末２００から収集される収集
データを受信し、これを管理およびモニタリングするための管理サーバー３００、並びに
前記管理サーバー３００に連携して管理サーバー３００のモニタリング情報の提供を受け
るためのユーザー端末４００を含んで構成できる。
【００３２】
　具体的に、前記個人端末１００は、海女の身体に着用され、水中操業活動に対する水深
及び体温を含む活動情報を収集し、海面上での通信再開の際に、収集された前記活動情報
を前記磯桶端末２００へ送信するようにする。
【００３３】
　このとき、前記個人端末１００は、前記磯桶端末２００から伝送される通知信号を受信
し、これを表示することができる。例えば、前記管理サーバー３００またはユーザー端末
４００から伝送される通知信号は、前記磯桶端末２００で受信及び格納されており、前記
個人端末１００との通信再開の際に個人端末１００へ伝達できる。
【００３４】
　前記磯桶端末２００は、浮力具によって海面上に位置し、実時間位置情報を生成するこ
とができる。前記磯桶端末２００は、指定された一つの個人端末１００との相互データ通
信を行い、当該個人端末１００から伝送される海女の活動情報を受信し、受信された活動
情報と生成された位置信号を統合して前記管理サーバー３００へ送信することができる。
【００３５】
　前記管理サーバー３００は、一つ以上の磯桶端末２００と無線通信網を介してデータ通
信することにより、磯桶端末２００から伝送される活動情報と位置情報を受信し、これを
個人別に分類して格納することができる。
【００３６】
　また、前記管理サーバー３００は、格納された個人別の活動情報と位置情報を分析して
操業活動による海女の健康状態および位置をモニタリングすることができ、前記ユーザー
端末４００の要求に応えて、分析されたモニタリング情報を提供することができる。
【００３７】
　前記ユーザー端末４００は、前記管理サーバー３００とＷｅｂ基盤で連動して前記管理
サーバー３００に要求命令信号を送信し、これに応答して、前記管理サーバー３００で処
理されるモニタリング情報の提供を受けることができる。
【００３８】
　ここで、前記ユーザー端末４００は、図１に示すように、管制センターに設けられ、管
理者が操業活動中の複数の海女たちに対する状態および位置をモニタリングするための管
理者ＰＣであってもよく、各海女の家族などを含んで登録された保護者が所持するもので
、観察対象海女の状態及び位置をモニタリングするための個人モバイル端末であってもよ
い。
【００３９】
　図２は本発明の一実施例に係る個人端末の構成を示すブロック図、図３は本発明の一実
施例に係る個人端末の形態を示す図である。
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【００４０】
　前記個人端末１００は、前述したように、海女の操業活動に利用される道具または装備
に装着されるものであってもよく、好ましくは、海面上で前記磯桶端末２００との通信接
続が可能な形態である。
【００４１】
　一例として、前記個人端末１００は、図３に示すように、水密構造を持つケーシングに
内在した状態で水中眼鏡１０に装着でき、海女の水中操業活動の際には海女の体温や水深
などに対するデータを収集するようにし、海女が呼吸のために海面上に出てくると、外部
に晒されて前記磯桶端末２００との通信が再開されることにより、収集されたデータを前
記磯桶端末２００へ送信するように構成できる。
【００４２】
　このとき、前記ケーシングは、図示してはいないが、優れた耐食性及び軽量性を有する
プラスチック素材で製造されることが好ましい。
【００４３】
　このような個人端末１００は、図２に示すように、センサーモジュール１１０、メモリ
モジュール１２０、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）通信モジュール１３０、制御モジュール１
４０、ディスプレイモジュール１５０、及び電源モジュール１６０を含んで構成できる。
【００４４】
　前記センサーモジュール１１０は、水中環境に晒されて変化する海女の実時間体温を収
集するための温度センサー１１１と、水深を確認するための圧力センサー１１２とを含む
ことができる。
【００４５】
　前記温度センサー１１１で感知される温度信号、および圧力センサー１１２で感知され
る圧力信号は、前記制御モジュール１４０の命令によって実時間で前記メモリモジュール
１２０に格納できる。
【００４６】
　前記メモリモジュール１２０は、前記磯桶端末２００などの１対１識別のための固有の
識別コードを登録および格納し、また、前記センサーモジュール１１０から伝達される収
集データを格納する。前記メモリモジュール１２０は、格納された収集データを前記制御
モジュール１４０の命令によって前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール１３０を介して前記磯
桶端末２００へ送信するようにする。
【００４７】
　前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール１３０は、前記磯桶端末２００とのＺｉｇｂｅｅ無線
通信網を支援するもので、前記メモリモジュール１２０に格納された収集データを前記磯
桶端末２００へ送信したり、前記磯桶端末２００から伝達される通知信号などを受信した
りすることができる。
【００４８】
　前記ディスプレイモジュール１５０は、前記磯桶端末２００から伝送される通知信号を
表示することができる。一例として、前記ディスプレイモジュール１５０は、少なくとも
一つのＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素子１５１から構成されて
おり、受信した通知信号に応じて、予め定義されたＬＥＤ素子１５１の点滅状態またはＬ
ＥＤ素子１５１の色相変化を介して情報を伝達することにより、海女が伝達される通知状
況を認知するようにすることができる。
【００４９】
　例えば、ＬＥＤ素子１５１が赤点灯すると、仲間の海女に問題が生じたことを認知させ
るようにし、青点灯すると、本人の累積潜水時間が長すぎて危険なレベルであることを認
知させるようにすることができ、緑点灯すると、漁村契または作業漁船に復帰することを
認知させるようにすることができる。
【００５０】
　このようなディスプレイモジュール１５０のＬＥＤ素子１５１は、前記Ｚｉｇｂｅｅ通
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信モジュール１３０を介して受信される通知信号に応じて、前記制御モジュール１４０の
制御によって選択的に駆動できる。
【００５１】
　ここで、前記個人端末１００が水中眼鏡１０に装着される場合、前記ディスプレイモジ
ュール１５０のＬＥＤ素子１５１は、前記ケーシングを貫通して水中眼鏡１０の内壁面に
位置するようにすることにより、海女が目視で確認することができるように構成されるこ
とが好ましい。
【００５２】
　前記制御モジュール１４０は、前記センサーモジュール１１０の各センサー１１１、１
１２に対するデータ収集時期だけでなく、収集データの送信経路を制御することができ、
前記メモリモジュール１２０のデータ格納と前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール１３０の通
信接続状況を実時間で感知し、通信再開の際に、メモリモジュール１２０に格納された収
集データを抽出して前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール１３０を介して磯桶端末２００へ送
信するように制御することができる。
【００５３】
　前記制御モジュール１４０は、前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール１３０の通信を設定す
るのはもちろんのこと、前述したように前記磯桶端末２００を介して伝達される通知信号
に応じて前記ディスプレイモジュール１５０のＬＥＤ素子１５１を制御することができる
。
【００５４】
　前記電源モジュール１６０は、上述した個人端末１００の各構成へ電源を供給するもの
で、各構成間で互いに異なる入力電源が要求される場合に電源変換装置を備えることがで
きる。このような電源モジュール１６０は、二次電池を適用して電源の充放電が行われる
ようにすることが好ましい。
【００５５】
　図４は本発明の一実施例に係る磯桶端末の構成を示すブロック図、図５は本発明の一実
施例に係る磯桶端末の形態を示す図である。
【００５６】
　前記磯桶端末２００は、図５に示すように、磯桶に装着できる。前記「磯桶」とは、海
女が海産物の採取などの操業活動を行うときに使われる浮力維持道具であって、下部には
採取した海産物などを収容することが可能なスカリ（網袋）に連結され、浮力具によって
水中に沈まないため海面上に位置することができるので、前記個人端末１００および管理
サーバー３００とのデータ通信に支障をもたらさない。
【００５７】
　このような磯桶端末２００も、前記個人端末１００と同様に、水密構造を持つケーシン
グに内在した状態で前記磯桶の上部に装着でき、耐食性及び軽量性を有するプラスチック
素材で設計されることが好ましい。
【００５８】
　前記磯桶端末２００は、図４に示すように、ＧＰＳモジュール２１０、Ｚｉｇｂｅｅ通
信モジュール２２０、ＳＯＳスイッチモジュール２３０、制御モジュール２４０、電源モ
ジュール２５０、およびＣＤＭＡ通信モジュール２６０を含んで構成できる。
【００５９】
　前記ＧＰＳモジュール２１０は、磯桶端末２００に対する位置情報を生成することがで
きる。
【００６０】
　前記Ｚｉｇｂｅｅ通信モジュール２２０は、前記個人端末１００とのＺｉｇｂｅｅ無線
通信網を支援するもので、前記個人端末１００から伝送される収集データ、すなわち活動
情報を受信したり、前記管理サーバー３００またはユーザー端末４００から伝達される制
御信号および通知信号を前記個人端末１００へ送信したりすることができる。
【００６１】
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　前記ＳＯＳスイッチモジュール２３０は、海女の操作に応じて選択的に本人の応急状況
を知らせることが可能な救助要請信号を生成することができ、生成された救助要請信号は
前記ＣＤＭＡ通信モジュール２６０を介して前記管理サーバー３００へ送信することがで
きる。
【００６２】
　このため、操業活動中の海女自ら自分の状態について問題があることを感じたとき、大
きな問題が発生する前に、周辺の仲間の海女や救急センターなどの担当機関に助けを求め
ることができるようになる。
【００６３】
　前記制御モジュール２４０は、前記個人端末１００との通信接続状況を実時間で感知し
、通信再開の際に、前記個人端末１００に収集データの要求を命令する信号を伝送するよ
うに制御し、個人端末１００から伝送される海女の活動情報、前記スイッチモジュール２
３０で生成される救助要請信号、及び前記ＧＰＳモジュール２１０で生成される位置情報
を、前記ＣＤＭＡ通信モジュール２６０を介して管理サーバー３００へ送信するように制
御する。
【００６４】
　前記制御モジュール２４０は、前記個人端末１００との通信再開回数と、前記個人端末
１００から伝送される活動情報、すなわち、温度信号と圧力信号を分析して操業活動に対
する潜水回数、累積潜水時間および１回当たりの平均潜水時間を算出し、これを前記管理
サーバー３００へ送信することができる。
【００６５】
　また、前記制御モジュール２４０は、図示してはいないが、前記スイッチモジュール２
３０の操作とは無関係に、設定条件に応じて自動的に救助要請信号を生成することが可能
な救助要請信号生成部を含むことができる。
【００６６】
　前記救助要請信号生成部は、設定された第１時間の間に前記個人端末１００から活動情
報を受信しなければ、これを異常状況と判断し、自動的に救助要請信号を生成および出力
するようにし、出力された救助要請信号を前記ＣＤＭＡ通信モジュール２６０を介して前
記管理サーバー３００へ送信することができる。
【００６７】
　このとき、前記第１時間は、前記制御モジュール２４０で算出される１回当たりの平均
潜水時間を超える時間であってもよく、管理者によって危険レベルと判断される任意の時
間であってもよい。
【００６８】
　このような前記制御モジュール２４０の設定条件は、前記管理サーバー３００の制御信
号によって設定されてもよく、以下で説明する設定スイッチモジュール２７０によって設
定されてもよい。
【００６９】
　それだけでなく、前記制御モジュール２４０は、海女の水中操業活動において危険レベ
ルと判断される体温、潜水回数、累積潜水時間などに対するそれぞれのしきい値が格納で
き、しきい値との比較分析によって選択的に危険警報信号を生成および出力することがで
きる。
【００７０】
　すなわち、前記制御モジュール２４０は、算出された体温、潜水回数、累積潜水時間情
報とそれぞれのしきい値とを互いに比較分析し、いずれかの情報が前記しきい値を超える
場合に危険警報信号を生成するようにし、これを前記個人端末および管理サーバーへ送信
することができる。
【００７１】
　前記電源モジュール２５０は、上述した磯桶端末２００の各構成へ電源を供給するもの
でで、各構成間で互いに異なる入力電源が要求される場合に電源変換装置を備えることが
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できる。このような電源モジュール２５０は、二次電池を適用して電源の充放電が行われ
るようにし、好ましくは、太陽光を含む自然エネルギーから電源を生成する自家発電手段
を備えて前記二次電池へ電源を供給するようにすることが好ましい。
【００７２】
　前記ＣＤＭＡ通信モジュール２６０は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信網を介して、磯桶端末２００自体で処理される情報と
前記個人端末１００から伝送される海女の活動情報などを前記管理サーバー３００へ送信
したり、前記管理サーバー３００またはユーザー端末４００から伝送される制御信号およ
び通知信号などを受信したりすることができる。
【００７３】
　これに加えて、前記磯桶端末２００は、図５に示すように、複数の設定スイッチモジュ
ール２７０とディスプレイモジュール２８０をさらに含むことができる。
【００７４】
　前記設定スイッチモジュール２７０は、電源のＯＮ／ＯＦＦだけでなく、磯桶端末２０
０の設定条件などを入力して前記制御モジュール２４０の設定値やしきい値などを変更す
ることができる。
【００７５】
　前記ディスプレイモジュール２８０は、磯桶端末２００自体で処理される情報だけでな
く、前記管理サーバー３００およびユーザー端末４００から伝送される通知信号を表示す
ることができる。
【００７６】
　好ましくは、前記ディスプレイモジュール２８０は、磯桶端末２００で行われる自己診
断の処理結果に基づく状態情報だけでなく、前記制御モジュール２４０で算出される潜水
回数、累積潜水時間および１回当たりの平均潜水時間情報などが表示できるＬＣＤパネル
から構成できる。
【００７７】
　図６は本発明の一実施による管理サーバーの構成を示すブロック図、図７～図１２は本
発明の一実施例に係る管理サーバーの情報提供画面を示す図である。
【００７８】
　前記管理サーバー３００は、ＣＤＭＡ通信網を介して、少なくとも一つの磯桶端末２０
０から収集された海女の活動情報および位置情報の伝送を受け、これにより各海女別の実
時間状態および位置を分析することができ、救助要請信号の受信を介して海女の応急状況
を判断することができる。
【００７９】
　前記管理サーバー３００は、伝送された収集データを格納するとともに、累積した収集
データを統計化するなどのデータ処理過程を介して、海女の健康管理のための様々な情報
をユーザー端末４００へ提供することができる。
【００８０】
　具体的に、前記管理サーバー３００は、図６に示すように、ユーザー情報登録部３１０
、受信情報登録部３２０、統計化処理部３３０、ユーザー情報データベース３４０、受信
情報データベース３５０、統計情報データベース３６０、および情報提供部３７０を含ん
で構成できる。
【００８１】
　前記ユーザー情報登録部３１０は、前記ユーザー端末４００、すなわち、管理者ＰＣま
たはユーザーのモバイル機器から入力されるユーザーの情報を登録することができる。
【００８２】
　前記ユーザー情報データベース３４０は、前記ユーザー情報登録部３１０によって登録
されたユーザー情報が格納できる。
【００８３】
　このとき、前記ユーザーは実質的に水中操業活動を行う海女を意味し、前記ユーザー情
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報には、操業活動を行う海女の個人情報、所属、連絡可能な保護者の緊急連絡先だけでな
く、各ユーザーごとに割り当てられて支給された磯桶端末２００と個人端末１００の固有
情報が格納できる。
【００８４】
　前記受信情報登録部３２０は、一つ以上の磯桶端末２００を介して受信されるすべての
情報を登録する。
【００８５】
　例えば、前記磯桶端末２００から収集された活動情報、位置情報および救助要請信号発
生情報だけでなく、前記磯桶端末２００自体的に処理される潜水回数、累積潜水時間およ
び１回当たりの平均潜水時間情報などを登録することができる。
【００８６】
　前記受信情報データベース３５０は、前記受信情報登録部３２０によって登録された受
信情報が格納できる。
【００８７】
　ここで、前記管理サーバーは、図示してはいないが、管理者によって設定された情報が
格納される設定情報データベースをさらに含むことができる。
【００８８】
　一例として、前記設定情報データベースには、海女の水中操業活動において危険レベル
と判断される体温、潜水回数、累積潜水時間に対するそれぞれのしきい値が格納できる。
【００８９】
　前記管理サーバー３００は、前記磯桶端末から受信されて前記受信情報データベース３
５０に格納された体温、潜水回数、累積潜水時間情報と、前記設定情報データベースに格
納されたそれぞれのしきい値とを比較分析して選択的に危険警報信号を生成し、これを前
記磯桶端末２００へ送信することができる。
【００９０】
　前記管理サーバー３００は、上述した比較分析過程を介して、しきい値を超えた磯桶端
末２００、すなわち、海女の水中操業活動中に危険レベルと判断される特定の磯桶端末２
００を確認および指定することができる。前記管理サーバー３００から指定されて危険警
報信号を受信する当該磯桶端末２００は、前記危険警報信号を、接続された個人端末１０
０へ伝達することにより、海女自身が操業活動中に危険レベルを自ら判断することができ
るように案内する。
【００９１】
　これに加えて、前記管理サーバー３００は、海女の危険状況を、当該海女だけでなく、
周辺の仲間や保護者、管理者なども認識することができるように構成できる。
【００９２】
　一例として、前記管理サーバー３００は、危険警報信号を受信すべき送信対象磯桶端末
を把握し、前記受信情報データベース３５０に格納された位置情報を分析することにより
、前記送信対象磯桶端末２００だけでなく、これに隣接する一つ以上の磯桶端末２００を
検索および指定することができる。
【００９３】
　前記管理サーバー３００は、位置情報分析を介して、指定された一つ以上の磯桶端末２
００へ、仲間の危険状況を認知させる救助要請信号を送信するようにし、救助要請信号を
受信した磯桶端末２００は、前記救助要請信号を表示することにより、仲間の海女の危険
状況を認知することができる。
【００９４】
　このとき、前記救助要請信号は、前記送信対象磯桶端末２００、すなわち、危険状況と
判断される海女の磯桶端末２００を識別することが可能な識別情報、例えば、海女の名前
や位置などの関連情報だけでなく、どんな危険状況であるかを確認することが可能な情報
などを含むことにより、危険な状況に置かれた仲間の海女の状態や位置などを容易に識別
することができるようにすることが好ましい。
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【００９５】
　また、他の例として、前記管理サーバー３００は、前記危険警報信号を受信すべき送信
対象磯桶端末２００を把握し、前記ユーザー情報データベース３４０に格納されたユーザ
ー情報を分析することにより、前記送信対象磯桶端末２００に連携した一つ以上のユーザ
ー端末４００、例えば、管理者のＰＣや保護者のモバイル機器などを検索および指定する
ことができる。
【００９６】
　前記管理サーバー３００は、指定された一つ以上のユーザー端末４００へ、観察対象海
女の危険状況を認知させる救助要請信号を送信するようにし、救助要請信号を受信したユ
ーザー端末４００は、前記救助要請信号を表示することにより、観察対象海女の危険状況
を認知することができる。
【００９７】
　このように、前記管理サーバー３００は、緊急状況を実時間で感知することができ、緊
急状況の発生時に観察対象海女の近くの仲間だけでなく、管理者と保護者などへ救助要請
信号と共に関連情報を提供することにより、迅速な後続措置が行われるようにする。
【００９８】
　前記統計化処理部３３０は、前記受信情報データベース３５０に格納されたそれぞれの
データに対する統計化を行う。
【００９９】
　例えば、前記統計化処理部３３０は、設定された第２時間の間に収集された前記磯桶端
末２００の累積データを統計化し、これにより選択された期間ごとに操業活動に対する統
計履歴情報と期間別の海女健康履歴情報を提供することができる。
【０１００】
　ここで、前記第２時間は、時間、日、月、四半期、年の単位を含む期間ごとに設定され
てもよい。
【０１０１】
　前記統計情報データベース３６０は、前記統計化処理部３３０で統計化されたデータを
格納してもよい。
【０１０２】
　前記情報提供部３７０は、前記受信情報データベース３５０に格納された受信情報と前
記統計情報データベース３６０に格納された統計情報から、前記管理サーバー３００また
はユーザー端末４００の要求に応えて当該情報を抽出して提供することができる。
【０１０３】
　一例として、前記情報提供部３７０は、図７に示すように、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈ
ｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を基盤として、地図上で操業中の海女の
位置情報を表示するように当該情報を前記ユーザー端末４００へ提供することができる。
【０１０４】
　これに加えて、前記管理サーバー３００は、図示してはいないが、漁船の位置を識別す
ることが可能な漁船発信装置または地域海上管制センターから送信される船舶および漁船
の位置情報を受信することができ、前記情報提供部３７０は、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈ
ｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を基盤として、地図上で操業中の海女の
位置情報と共に船舶および漁船の位置情報を表示するように当該情報を前記ユーザー端末
４００へ提供することができる。
【０１０５】
　また、前記管理サーバー３００は、漁船または船舶と操業活動中の海女との隣接程度を
判断し、衝突可能性を導出して危険レベルと判断されると、これを通知信号として生成お
よび出力して前記磯桶端末２００だけでなく、ユーザー端末４００へ送信することにより
、衝突により発生するおそれのある安全事故を防止するようにすることが好ましい。
【０１０６】
　前記管理サーバー３００は、前記磯桶端末２００から伝送される救助要請信号の受信時
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に、自動的に緊急状況発生通知信号を生成するとともに、当該海女の位置情報を一緒に提
供することにより、緊急状況に迅速に対応するようにすることが好ましい。
【０１０７】
　前記管理サーバー３００は前述したようにユーザー情報が格納できる。このとき、ユー
ザー情報には海女の保護者に対する緊急連絡網を含むが、データ処理過程で緊急状況と判
断されると、前記緊急連絡網にて当該海女の緊急状況に対する情報を提供することができ
る。
【０１０８】
　ここで、前記管理サーバー３００は、前記緊急連絡網を通じた情報提供の場合、移動通
信網を利用してＳＭＳ（ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、或いはＡＲＳ
（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）の形で提供することができ
る。
【０１０９】
　一方、前記管理サーバー３００は、管理者ＰＣまたはモバイル機器の環境で実現可能な
モニタリングプログラムを提供するようにする。一例として、図７～図１２は前記モニタ
リングプログラムの実行を介して実現される様々な画面を示すものである。図１２に示す
ように、ユーザー情報の入力または修正を行うことが可能な設定画面を提供することがで
きる。
【０１１０】
　前記モニタリングプログラムは、図８～図１１に示すように、前記受信情報データベー
ス３５０および統計情報データベース３６０に格納されたデータのうち、前記ユーザー端
末４００が要求した特定のデータと連動して作成されるグラフまたは表などでデータを表
示することができる。
【０１１１】
　すなわち、図８～図１１に示すように、前記ユーザー端末４００の要求に応えて、特定
の海女について、実時間状態情報や過去状態履歴情報だけでなく、選択された一つの期間
に伴う統計履歴情報などをグラフまたは表などとして容易に確認することができ、ユーザ
ー、保護者および管理者は、現在の履歴と過去の履歴とを比較分析することにより、海女
の健康状態を判断することができるようになる。
【０１１２】
　　以上説明した内容から、本発明の技術思想を逸脱することなく、様々な変更および修
正が可能であることは、当業者にとって自明であろう。よって、本発明の技術的範囲は、
明細書の詳細な説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲によっ
て定められるべきである。
【符号の説明】
【０１１３】
　１００　　個人端末
　２００　　磯桶端末
　３００　　管理サーバー
　４００　　ユーザー端末
【要約】　　　（修正有）
【課題】海女達の操業中の事故を予防すると共に、安全性への迅速な対応等を図り、海女
達の健康管理用基礎資料の収集、確保を可能とするＩｏＴ基盤のスマート海女安全システ
ムを提供する。
【解決手段】海女に着用され、水深と体温等の水中操業活動情報を収集し、該活動情報を
海面上での通信再開の際に送信し、外部からの通知信号を受信して表示する個人端末１０
０；指定された一つの個人端末とデータ通信して個人端末からの海女の活動情報を受信し
、受信された活動情報と位置信号を統合して送信する磯桶端末２００；一つ以上の磯桶端
末とデータ通信して磯桶端末からの活動情報と位置情報を個人別に分類して格納し、該活
動情報と位置情報を分析して海女の健康状態と位置をモニタリングする管理サーバー３０
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０；及び管理サーバーとＷｅｂ基盤で連動して、管理サーバーで処理されるモニタリング
情報の提供を受けるユーザー端末４００；を含むことを特徴とする。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 6130540 B1 2017.5.17

【図１１】 【図１２】



(18) JP 6130540 B1 2017.5.17

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－２０８４５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／００８５８６５（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６３Ｃ　　１１／２６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／０４　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　６４／００　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　８４／１０　　　　



专利名称(译) 基于物联网的智能海上和女性安全系统

公开(公告)号 JP6130540B1 公开(公告)日 2017-05-17

申请号 JP2016067943 申请日 2016-03-30

申请(专利权)人(译) 汽车有限公司

当前申请(专利权)人(译) 汽车有限公司

[标]发明人 ソンドソン
チェミンホ

发明人 ソン ドソン
チェ ミンホ

IPC分类号 B63C11/26 H04W4/04 H04W64/00 H04W84/10 A61B5/00

FI分类号 B63C11/26.ZIT H04W4/04.190 H04W64/00.120 H04W84/10.110 A61B5/00.102.C B63C11/02 B63C11
/26 B63C11/26.ZJA B63C11/26.ZJP

F-TERM分类号 4C117/XA05 4C117/XB02 4C117/XC14 4C117/XC15 4C117/XD04 4C117/XE23 4C117/XE27 4C117
/XE56 4C117/XE62 4C117/XE76 4C117/XF13 4C117/XH12 4C117/XJ47 4C117/XP02 4C117/XP12 
4C117/XP13 4C117/XR01 4C117/XR04 5K067/AA35 5K067/BB27 5K067/BB41 5K067/DD20 5K067
/EE02 5K067/EE06 5K067/EE10 5K067/EE16 5K067/EE35 5K067/FF23 5K067/HH22 5K067/HH23 
5K067/JJ53 5K067/JJ56

审查员(译) 河村健一

其他公开文献 JP2017178040A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

[问题]基于物联网的智能阿门安全系统可以防止Amys工作中的事故，旨
在及时响应安全等，并为Amys和其他人的健康管理提供基本数据的收集
和保护。提供。 由女性穿着并收集水深和体温等水下操作活动信息的个
人，在海面恢复通信时发送活动信息，并接收并显示外部通知信号。终
端100;与一个指定的个人终端进行数据通信，以从个人终端接收女孩的
活动信息，并集成和发送所接收的活动信息和位置信号;一个或多个管理
服务器300，其与终端进行数据通信，并根据个人对来自终端的活动信息
和位置信息进行分类和存储，并分析活动信息和位置信息以监视女性的
健康和位置;并且用户终端400接收由管理服务器与管理服务器和Web基
站协作处理的监视信息的提供。 [选图]图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/548c7e57-a732-43a3-9d7d-77fe71ef7386
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058714702/publication/JP6130540B1?q=JP6130540B1

